
 ～生徒の心得（生活のきまり）～             三鷹の森学園三鷹市立第三中学校 

 

Ⅰ 生徒の心得 

 第三中学校生徒としての自覚と誇りをもって、自分の行動に責任をもとう。 

１ 先生や職員、来客、友達にすすんで挨拶、会釈をし、気持ちの良い学校生活を送ろう。 

２ 清掃や給食等の当番活動、係活動、委員会活動は積極的に取り組もう。 

３ 授業をしっかり聴き、わからない所等は先生に尋ね、学習に専念しよう。また、家庭学習は時間を決 

めて予習、復習を中心にしっかりやろう。 

４ みんなで使うものは、大切にし、大事に使おう。 

５ けじめのある生活をし、有意義な時間を過ごそう。 

６ 人の気持ちを考えて行動し、思いやりにあふれた学級・学年・学校をつくろう。 

 

Ⅱ 生活のきまり 

１ ８：２５までに登校し、８：２５～８：３５は朝読書を行う。 

２ 服装は標準服を着用とし、質素で清潔なものとする。 

３ 頭髪は清潔にする。前髪は目にかからないようにし、肩にかかる長い髪は結ぶ。 

４ 授業に関係のないものは持ってこない。 

５ カバンは、中学生らしいものを使用する。但し、紙袋、ビニール袋は不可とする。 

６ 下履きは運動に適したものとする。 

７ 登校後は無断外出しない。 

８ 自転車登校はしない。 

９ 登下校には通学路を通る。 

10 他学年フロア他教室への出入りは原則としてしない。 

11 ベランダには出ない。 

12 放課後の諸活動の優先順位は次のとおりとする。 

１ 生徒会・委員会   ２ 行事 

３ 学級活動      ４ 部活動 

 

Ⅲ 手続き・届出等 

１ 事故・事件等の異常時は、すぐに、担任の先生が近くの先生に届け出る。 

２ 一般下校後残留する場合は、担当教員に申し出る。 

３ 学校を休む場合は、保護者が電話連絡、生徒手帳、校支援アプリ等を用いて届け出る。 

４ 学割や在学証明書が必要な場合は、担任に申し出、所定の手続きをする。 

５ 落とし物をしたり、物を拾ったりした時は、先生に届け出る。 

 

                          （令和６年度「生徒手帳」から） 


